
   特別養護老人ホームの設備等に関する基準を定める条例施行規則  

（常勤の要件）  

第１条  特別養護老人ホームの設備等に関する基準を定める条例（平成 24年横

須賀市条例第 59号。以下「条例」という。）に規定する常勤とは、特別養護

老人ホームにおける勤務時間（当該特別養護老人ホームに併設されている他

の事業の職務であって当該特別養護老人ホームの職務と同時並行的に行われ

ることが差し支えないと認められるものに係る勤務時間を含む。）が、当該

特別養護老人ホームにおいて定められている常勤の職員が勤務すべき時間数

（１週間に勤務すべき時間数が 32時間を下回る場合は 32時間とする。）に達

していることをいう。  

（機能訓練指導員の要件）  

第２条  条例第５条第３項に規定する機能訓練指導員は、理学療法士、作業療

法士、言語聴覚士、看護師若しくは准看護師、柔道整復師又はあん摩マッサ

ージ指圧師の資格を有する者をもって充てるものとする。  

（入所者の平均値及び推定数）  

第３条  条例第 11条第２項及び第 45条第２項に規定する入所者の平均値は、当

該年度の前年度の入所者の延べ数を開所日数で除して得た数（小数点以下１

位未満の端数があるときは、これを切り上げる。）とする。  

２  条例第 11条第２項ただし書及び第 45条第２項ただし書に規定する推定数及

び増床又は減床の場合の入所者の推定数は、次の各号の区分に応じ、当該各

号に定める数とする。ただし、市長が特別な理由があると認める場合は、こ

の限りでない。  

 (１ ) 新規に設置し、若しくは事業を再開し、又は増床した特別養護老人ホー

ムにおいて、当該設置若しくは再開又は増床（以下この号において「設置

等」という。）に係る部分について前年度における実績が 12月に満たない

場合  次に掲げる区分に応じてそれぞれ当該アからウまでに定める数  

  ア  設置等の時点から６月に満たないとき  当該設置等に係る定員数に  

 

 

       0.9を乗じて得た数  

  イ  設置等の時点から 12月に満たないとき（アに該当する場合を除く。）  

    過去６月における入所者の延べ数を当該６月の開所日数で除して得た

数（小数点以下１位未満の端数があるときは、これを切り上げる。）  

  ウ  設置等の時点から 12月以上経過しているとき  過去 12月における入所



者の延べ数を当該 12月の開所日数で除して得た数（小数点以下１位未満

の端数があるときは、これを切り上げる。）  

 (２ ) 減床の場合  減床後の入所者の延べ数を当該減床後の開所日数で除して

得 た 数 （ 小 数 点 以 下 １ 位 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 こ れ を 切 り 上 げ

る。）  

（感染症等の対処等に関する手順）  

第４条  条例第 26条第２項第４号（条例第 42条、第 48条及び第 52条において準

用する場合を含む。）に規定する市長が別に定める感染症及び食中毒の発生

が疑われる際の対処等に関する手順は、厚生労働大臣が定める感染症又は食

中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順（平成 18年厚生労働省告示第  

  268号）に掲げる手順によるものとする。  

   附  則  

 この規則は、公布の日から施行する。  

 

 


